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1．はじめに
　東日本大震災について，文部科学省は，学校
における教育活動等への支援をはじめ，被災地・
被災者への緊急支援，教育施設の復旧・復興へ
の支援，科学技術分野への支援など，文科省が
かかわるあらゆる分野にわたって取組を進めて
きた。その支援活動の一環として中央教育審議
会（第76回）で配布された関係資料「放射能
を正しく理解するために」を紹介する。紙面の
都合上，省略した部分があるので詳細は文部科
学省のホームページを参照していただきたい。
2．放射能とは
⑴　放射性物質とは？
　「放射性物質」というのは“安定していない”
状態の物質です。このため，より安定な物質に
変化しようとします。放射性物質が安定な物質
に変化する際にエネルギーを放出します。これ
が“放射線”です。安定な物質になると，これ
以上放射線は出しません。
⑵　放射能とは？
　「放射能」とは，“放射線の出す能力”のこと
を指します。1秒間に放射性物質が安定な物質
に変化する数を「ベクレル」と呼び，放射能の
単位として使われます。放射性物質は安定な物
質に変化するので，放射能は時間が経つととも
にどんどん弱くなっていきます。
　例えばヨウ素131は放射能が半分になる時間
（“半減期”と言います）が8日です。セシウム
137は30年です。テレビ等で話題となるこれら

の放射性物質は，原子力発電所から飛散してい
ます。
⑶　自然放射線とは？
　食物や大気には，普段から放射性物質（カリ
ウム40やラドンなど）が混ざっています。私
たちはその他にも，宇宙や大地から放射線を受
けています。これらを“自然放射線”と呼びま
す。
　医療でレントゲン写真を撮影したり，海外旅
行で飛行機に乗ったりすることでも，放射線を
受けています。これまであまり意識されて来な
かっただけで，放射線は，実は大変身近なもの
なのです。
　“放射線から身を守る”という立場で，必要
のない放射線をできるだけ受けないようにする
ことは，大切です。しかし，過剰な対策は，生
活に支障をきたしたり，偏見を産み出したりす
ることにもつながります。何事もバランスが大
事です。
⑷　放射線と「被ばく」の基礎
　放射線を受けることを“被ばく”と呼びます。
被ばくには，「外部被ばく」と「内部被ばく」
があります。どちらも人体に及ぼす影響は同じ
です。「外部被ばく」は衣服や皮膚に放射性物
質が付着することで生じます。これは，花粉症
対策と同じようにして，放射線の影響を減らせ
ます。
　放射性物質を体内に取り込んでしまうことを
「内部被ばく」といい，そうなると，放射性物

放射能を正しく理解するために
～教育現場の皆様へ～
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質を洗い流したりできないので，注意が必要で
す。ただし，放射性物質をいったん体内に取り
込んでも，排泄時に体外に排出されたり，自然
に放射能が弱まったりすることで，放射線の影
響は弱まっていきます。
3．学校生活における留意点
⑴　学校生活における留意点（その1）
　国際放射線防護委員会（ICRP）は，3月21
日に「今回のような非常事態が収束した後の一
般公衆における参考レベルとして，1～20ミリ
シーベルト／年の範囲で考えることも可能」と
する声明を出しています。学校生活においては，
1～20ミリシーベルト（＝1,000～20,000マイ
クロシーベルト）を暫定的な目安とし，今後で
きる限り，受ける線量を減らしていくことが適
切です。
　1年間で蓄積される放射線量が20ミリシーベ
ルト（＝20,000マイクロシーベルト）を超えな
いようにすることとしました。これは，1日あ
たり平均55マイクロシーベルト以下，1時間当
たり平均2.2マイクロシーベルト以下であるこ
とに対応します。
　また，1日の生活を，原子力安全委員会が示
した考え方に基づき，8時間の屋外，16時間の
屋内活動とすると，毎時3.8マイクロシーベル
トとなります。
⑵　学校生活における留意点（その2）
●毎時3.8マイクロシーベルト以上の区域
　水たまりや，砂場，草木，建物の屋根など，
万が一ですが，放射性物質がたまっている場所
があるかもしれません。そうしたところを触っ
た手で食べ物を口にすれば，放射性物質が体内
に入るおそれもあります。お子さんには，念の
ため，手洗いやうがいなどを十分意識させてく
ださい。
‐ 放射線量に応じて，校庭や外で遊ぶ時間を制
限してください。

‐ 具体的な学校生活での過ごし方や屋外での活

動の仕方については，国の情報や教育委員会
の指示などを踏まえて対応して下さい。
⑶　学校生活における留意点（その3）
●毎時3.8マイクロシーベルト未満の区域
‐ 普通に生活して支障はありません。
・毎時2.2マイクロシーベルト以上3.8マイクロ
シーベルト未満の区域（一日平均8時間程度
の屋外活動であれば，1年間の積算で20ミリ
シーベルト（＝20,000マイクロシーベルト）
以下となります。これまで通り，普通に生活
しても支障はありません。）
・毎時2.2マイクロシーベルト未満の区域（一
日24時間屋外で過ごしたとしても，1年間の
積算で20ミリシーベルト（＝20,000マイク
ロシーベルト）以下となります。これまで通
り，普通に生活しても支障はありません。）
⑷　放射線，放射能は感染しません
　私たちが放射線を受けたからといって，私た
ちの体から放射線が出てくることはありません。
（例えば，レントゲン写真を撮った後，私たち
の体から放射線は出てきません。）
　放射性物質が付着したり，体内に取り込まれ
たりしても，その周りにいる人に影響を与える
ほどの放射線は発しません。（医療用で用いら
れるPET薬剤や治療内服薬は，桁違いに強力な
放射性物質を患者の体内に取り込みます。それ
でも患者の周りの人に影響を与えることはあり
ません）
　3月17日以降，放射性物質の大量放出はあり
ません。したがって，その時に放射性物質が体
や服に付着していたとしても，すでに取れてい
ます。口などから体内に入っていた場合でも，
体外に排出されています。
　避難された方々から，放射線，放射能が感染
するということはありません。親や子供たちへ
の教育を徹底するとともに，避難された方々へ
のケアも大切です。
⑸　確率的影響と確定的影響（その1）
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　放射線が身体に与える影響には，「確率的影
響」と「確定的影響」があります。「確率的影響」
は，“発がん”と“遺伝的影響”のことで，そ
れ以外のすべての影響は，「確定的影響」です。
「確定的影響」には，ある線量以下では症状が
全く現れない“しきい値（閾値）”があります。
例えば，白血球の一時的な減少は，250ミリシ
ーベルトというしきい値を超えた場合に見られ
ます。
　ただし，数年で250ミリシーベルト（＝
250,000マイクロシーベルト）となるような弱
い放射線では影響は生じません。したがって，
避難区域外における放射線の強さで，「確定的
影響」によって身体的な影響が生じることは，
考えられません。
⑹　確率的影響と確定的影響（その2）
　「確率的影響」のうち「遺伝的影響」は，こ
れまで人間（広島，長崎の原爆被爆者や核実験
被爆者，チェルノブイリなどの原発被ばく者を
含む）で見られたことがありません。「発がん」
の確率は，弱い放射線の場合，積算100ミリシ
ーベルト（＝100,000マイクロシーベルト）で
約0.5%程度上昇すると見積もられています。
今回，原発事故で考えられる唯一の身体の影響
は，「発がん」です。
　原発付近に滞在する住民の方におかれても，
積算で100ミリシーベルト（＝100,000マイク
ロシーベルト）を被ばくすることは，今の状況
では考えられませんが，放射線量を監視してい
くことは必要です。積算で100ミリシーベルト
（＝100,000マイクロシーベルト）以下では，他
の要因による「発がん」の確率の方が高くなっ
てくることもあり，放射線によるはっきりとし
た「発がん」の確率上昇は認められていません。
　しかし，「発がん」が起こる確率は，低い量
の被ばくであっても被ばくした放射線の量に応
じて増加すると考えて，必要のない放射線をで
きるだけ浴びないようにするという考え方は，

大切です。
　今回の福島第一原発事故では，乳製品に対し
て早期に規制が行われました。環境放射線の量
も，避難区域外で，積算で20ミリシーベルト（＝
20,000マイクロシーベルト）を超えた地域はあ
りません。したがって，今後大量の放射性物質
の飛散が抑えられていけば，今回の事故による
甲状腺がんの発生はほとんどないと考えられま
す。
　なお，チェルノブイリ原発事故では，小児甲
状腺がん以外のがんの増加は認められていませ
ん。放射線の影響そのものよりも，「放射線を
受けた」という不安を抱き続ける心理的ストレ
スの影響の方が大きいと言われています。
4．保護者の皆様へ　—放射線で気をつけ
たいこと—

⑴　 原発と放射線，いまの状況
　福島第一原発から大気中に出る放射性物質の
量は，3月17日以降，ずっと減っています。大
気中の放射線量は，各地で横ばいか減少中です。
高い濃度の放射性物質を含む水の海への漏出は
止まりました。低いレベルの放射性物質の海へ
の排出は終了しました。30km沖の海水中の放
射性物質の濃度は，原子力施設の排出基準を概
ね下回ってます。原子炉にある核燃料を冷却す
る作業が，引き続き行われています。
⑵　何に気をつけるか（その1）
　原発から，風や雨に乗って運ばれてきた放射
性物質の「種類と量」が問題です。放射性物質
には，すぐに力が弱まるものと，なかなか力が
弱くならないものがあります。（半減期の短い
ものの代表例がヨウ素131（半減期8日），長い
ものの代表例がセシウム137（半減期30年）で
す。）いま問題になっているのは，3月15日以降，
地面や建物に降り積もった放射性物質です。
⑶　何に気をつけるか（その2）
　3月17日以降，大規模な放射性物質の大気中
への放出はありません。それから一か月以上た
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ったので，半減期の短いヨウ素131は既に当初
の放射能の5％程度にまで減少しています。
　気をつけることは，体内に放射性物質をでき
るだけ取り込まないことです。特に，半減期の
長いものへの対策が必要です。地中に入り，30
年たっても50%の強さを保つ物質（セシウム
137など）です。半減期の長い放射性物質を，
体の中にできるだけ取り込まないことがポイン
トです。土や砂を口に入れない，飲料水以外の
川や水たまりの水を口にしないことが大事です。
⑷　避難指示がない＝暮らせる場所
　放射線の量をチェックしましょう。文部科学
省や福島県が毎日発表する観測データがありま
す。大事なのは，積算の放射線量です。放射線
による健康への影響が出る恐れのある区域には，
すでに避難指示が出されています。避難地域が
見直されつつあります。原発からの距離ではな
く，それぞれの地域の放射線量にしたがって避
難するかどうかを決めます。避難指示が出てい
なければ，そこで暮らせるということです。
⑸　目安となる放射線の量（その1）
　国際放射線防護委員会（ICRP）は，3月21
日に「今回のような非常事態が収束した後の一
般公衆における参考レベルとして，1～20ミリ
シーベルト／年の範囲で考えることも可能」と
する声明を出しています。学校生活においては，
1～20ミリシーベルト（＝1,000～20,000マイ
クロシーベルト）を暫定的な目安とし，今後で
きる限り，受ける線量を減らしていくことが適
切です。1年間に蓄積される放射線量が，20ミ
リシーベルト＝20,000マイクロシーベルトを超
えないようにすることにしました。これは，1
日あたり平均55マイクロシーベルト以下，1時
間あたり平均2.2マイクロシーベルト以下であ
ることに対応します。また，1日の生活を，原
子力安全委員会が示した考え方に基づき，8時
間の屋外，16時間の屋内活動とすると，毎時
3.8マイクロシーベルトとなります。

註　20,000マイクロシーベルト÷365日≒55マイクロシーベ

ルト／日

　55マイクロシーベルト／日÷24時間≒ 2.2マイクロシーベ

ルト／時

⑹　目安となる放射線の量（その2）
　政府の原子力安全委員会の指針によれば，木
造家屋内にいる場合には4割程度に下がります。
コンクリート造りの校舎の場合は1割程度に下
がります。ただし，土埃を吸い込んだり，たま
り水を口にしたりした場合の内部被ばくを考え
なければなりません。なお，水道水や市場で流
通している食品は，安全基準を満たしています。
⑺　学校と家庭でできる対策
　避難指示区域外で，特段の指示がなければ，
外で遊んでも大丈夫。徒歩通学も可能です。外
で遊んだら，手や顔についた土や砂をよく洗い
落とすこと。服についたほこりを払い落として，
教室や家に入ること。洗髪は通常通り行ってい
れば安心です。雨が降ったら傘をさす方が安心
です。
⑻　誤解をなくそう
　「放射能」が，まるでウイルスのように，あ
る人から別の人に「うつる」ことはありません。
避難指示が出された区域から避難した先で，だ
れかに「放射能」の影響が出ることはありませ
ん。まして，避難指示の出ていない区域に暮ら
していれば，健康被害も，だれかに被害を与え
ることも，まったく心配はいりません。一部に
誤解があるようです。正しい理解が行き届くよ
う，国も努力します。
5．おわりに
　今回の東日本大震災は，地震と津波と原子力
災害の複合災害といわれ，復旧・復興に関する
取組は大規模で長期に及ぶ前例のない災害対応
となった。一日も早い復旧・復興を願うととも
に被災された多くの方々に，心よりお見舞いの
意を表します。
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